
 
 令和５年11月15日 

 

電波法施行規則等の一部を改正する省令案等に関する意見募集の結果 

及び電波監理審議会からの答申 

－広帯域無線LAN等の導入に向けた制度整備－ 
 

総務省は、広帯域無線LAN等の導入に向けた制度整備を図るため、電波法施行規則等の

一部を改正する省令案等について、令和５年９月23日（土）から同年10月23日（月）まで

の間、意見募集を実施したところ、14件の意見の提出がありましたので、提出された意見

及びそれらに対する総務省の考え方を公表します。 

また、意見募集の結果を踏まえた上で、電波法施行規則（昭和25年電波監理委員会規則

第14号）等の一部を改正する省令案について、本日、電波監理審議会（会長 笹瀬 巌

（慶應義塾大学 名誉教授））に諮問し、原案を適当とする旨の答申を受けました。 

総務省は、今後、意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申を踏まえ、速やかに関

係規定の整備を行う予定です。 

 

１ 背景・改正概要 

無線LANの国際規格を策定している米国電気電子学会（IEEE）では、現行最新のIEEE  

802.11axの次の無線LAN規格となるIEEE 802.11beの策定に向けて議論が進んでいます。

こうした規格を我が国において利用可能とすることにより、無線LANの新たな活用やイ

ノベーションの創出が期待されます。 

このような背景を踏まえ、情報通信審議会（会長 遠藤 信博 日本電気株式会社特

別顧問）において技術的条件について審議され、総務省は令和５年９月12日（火）に、

「広帯域無線LANの導入のための技術的条件」及び「無線LANシステムの高度化利用に係

る技術的条件」について一部答申を受けました。 

今般、一部答申を踏まえ、広帯域無線LANの導入、6GHz帯LPI子局間通信、5.2GHz帯自

動車内無線LANの見直し等に関する規定の整備を行うため、電波法施行規則等の一部を

改正する省令案等を作成し、令和５年９月23日（土）から同年10月23日（月）までの

間、意見募集を実施しました。 

 

２ 意見募集の対象 

① 電波法施行規則等の一部を改正する省令案 

② 周波数割当計画（令和２年総務省告示第411号）の一部を変更する告示案 

③ 平成19年総務省告示第48号（小電力データ通信システムの無線局の無線設備の

技術的条件を定める件）の一部を改正する告示案 

④ 令和４年総務省告示第291号（無線設備規則第49条の20第４号ルの規定に基づ

く小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件）の

一部を改正する告示案 

⑤ 平成27年総務省告示第437号（電波法第四条の二第七項の規定に基づき同条第

一項の同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定

する技術基準を定める件）の一部を改正する告示案 

⑥ 令和元年総務省告示第263号（電波法第四条の二第七項の規定に基づく同条第

二項の同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定

する技術基準を定める件）の一部を改正する告示案 

⑦ 平成27年総務省告示第438号（電波法施行規則第六条の二の三の規定に基づき

同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件）の一部を改正する告

示案 

 

 



３ 意見募集の結果 

提出された意見及びそれに対する総務省の考え方は、別紙のとおりです。 

 

４ 電波監理審議会からの答申 

意見募集の結果を踏まえ、電波法施行規則等の一部を改正する省令案について、本

日、電波監理審議会に諮問したところ、原案を適当とする旨の答申を受けました。 

 

５ 今後の予定 

総務省は、意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申を踏まえ、速やかに関係規

定の整備を行う予定です。 

 

【関係報道資料】 

・電波法施行規則等の一部を改正する省令案等に関する意見募集 

－広帯域無線LAN等の導入に向けた制度整備－ 

（令和５年９月22日） 

 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban12_02000154.html 

 

 

 

 

 

連絡先 

【周波数割当計画の変更案以外について】 

 総合通信基盤局 電波部 基幹・衛星移動通信課 

 基幹通信室 

  （担当：石黒課長補佐、横出主査）  

 住 所：〒100－8926  

      東京都千代田区霞が関２－１－２ 

      中央合同庁舎２号館  

 電 話： 03-5253-5886（直通） 

 E-mail：fix-micro_atmark_soumu.go.jp 

 

【周波数割当計画の変更案について】 

総合通信基盤局 電波部 電波政策課 

  （担当：渡辺周波数調整官、宇野第二計画係長）  

 住 所：〒100－8926  

      東京都千代田区霞が関２－１－２ 

      中央合同庁舎２号館  

 電 話： 03-5253-5875（直通） 

 E-mail：freq-allocation_atmark_ml.soumu.go.jp 

 

（迷惑メール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示 

しております。送信の際は、「@」に変更してください。） 
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